
 

 

 

令和５年１０月５日の河北新報朝刊１面 

「仙台市内の宮城県営住宅同性カップル同居可能に」の記事について 

 

標記の記事中、下記の記述は事実と異なっており、仙台市が検討を進

めるとしているパートナーシップ制度創設に対する県営住宅の具体的

な対応については、現時点で白紙ですのでお知らせいたします。 

 

記 

＜事実と異なる箇所＞ 

○見出しの「仙台市内の宮城県営住宅 同性カップル同居可能に 県調整 

市の制度導入に対応」との記述 

○冒頭の「宮城県が、仙台市内にある県営住宅の入居資格を見直し、  

ＬＧＢＴなど性的少数者のカップルの入居を認める方向で調整して

いることが４日、分かった。２０２４年度中にも、同性カップルが『親

族』として同居できるよう、既存の条件を変更する。」との記述 

○文末の「県は、仙台市の制度の概要が固まり、市営住宅の申し込みの

要件が整い次第、条件の変更に着手する見通し。」との記述 
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